
平成２２年７月２７日 

福井県土木部土木管理課 

 

 

委託業務の最低制限価格制度の改正について 

 

 

 県が発注する建設工事に係る設計・測量・調査など委託業務の低入札に対し、品質の確保や適正

価格での契約を推進する観点から、以下のとおり最低制限価格制度を改正します。 

 

 

１ 改正の内容 

  最低制限価格の算出式を以下のとおり改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 適用日 

  平成２２年８月１日以後に指名通知を行う委託業務から適用 

 （適用日前に指名通知を行った委託業務は、改正前の算出式を適用） 

【改正前の算出式】 

  ・直接人件費×1.00   

  ・直接経費(特別経費)×1.00   

  ・技術(等)経費×0.50 

  ・諸経費×0.50 

① 設計、調査（③地質調査を除く） 

合計額 

×1.05 
消費税相当額 

 

【改正後の算出式】 

  ・直接人件費×1.00   

  ・直接経費(特別経費)×1.00   

  ・技術(等)経費×0.60 

  ・諸経費×0.60 

合計額 

×1.05 
消費税相当額 

 

【改正前の算出式】 

  ・直接調査費×1.00   

  ・間接調査費×1.00   

  ・解析等調査業務費×0.70 

  ・諸経費×0.30 

③ 地質調査 

合計額 

×1.05 
消費税相当額 

 

【改正後の算出式】 

  ・直接調査費×1.00   

  ・間接調査費×0.90   

  ・解析等調査業務費×0.75 

  ・諸経費×0.40 

合計額 

×1.05 
消費税相当額 

 

【改正前の算出式】 

  ・直接測量費×1.00   

  ・測量調査費×1.00   

  ・諸経費×0.30 

② 測量 

合計額 

×1.05 
消費税相当額 

 

【改正後の算出式】 

  ・直接測量費×1.00   

  ・測量調査費×1.00   

  ・諸経費×0.40 

合計額 

×1.05 
消費税相当額 

 


